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今月の掲載内容

・
弘
法
大
師
空
海
上
人
の『
御
遺
告
』に
み
る

　
密
教
の
阿
闍
梨
と
弟
子
の
関
係
と
宗
門
の
教
え�

1

・
録
事�

2

・
宗
派
だ
よ
り�

3

・
末
寺
・
教
会
・
醍
醐
寺
だ
よ
り�

3

・
本
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ�

3

・
醍
醐
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ�

3

令
和
五
年
八
月
六
日
発
行

発
行
所
　
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁

　
　
　
　
京
都
市
伏
見
区

　
　
　
　
　
醍
醐
東
大
路
町
二
十
二

　
　
　
　
電
話 

〇
七
五

−
五
七
一

−

〇
〇
〇
二

弘
法
大
師
空
海
上
人
の『
御
遺
告
』に
み
る
密
教
の
阿
闍
梨
と
弟
子
の
関
係
と
宗
門
の
教
え

　

本
年
は
弘
法
大
師
空
海
上
人
が
讃
岐
の
国
屛
風
ヶ

浦
に
誕
生
の
奇
瑞
に
示
さ
れ
、
千
二
百
五
十
年
と
真

言
宗
開
宗
千
二
百
年
の
慶
事
の
年
で
す
。
空
海
上
人

の
浄
行
は
皆
様
の
承
知
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
弟

子
・
信
徒
へ
後
世
の
為
の
戒
め
を
二
十
五
箇
条
に
わ

た
っ
て
示
さ
れ
ま
し
た
御
遺
言
は
、
空
海
上
人
が
入

定
す
る
六
日
前
の
承
和
二
（
八
三
五
）
年
三
月
十
五

日
に
書
き
収
め
ら
れ
、『
御
遺
告
』
と
し
て
私
達
の

先
師
達
は
千
年
を
超
え
て
こ
の
教
え
を
守
り
続
け
て

い
ま
す
。

　

こ
の
『
御
遺
告
』
の
中
に
は
空
海
上
人
の
誕
生
か

ら
入
定
に
至
る
ま
で
の
事
々
や
、
今
後
の
真
言
宗
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
が
書
き
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
滄
溟

を
渡
り
入
唐
し
て
、
青
龍
の
庭
に
て
真
言
密
教
第
八

の
折
負
と
な
り
ま
し
た
空
海
上
人
の
末
葉
で
あ
る
私

達
が
真
言
宗
の
僧
と
し
て
、
こ
の
『
御
遺
告
』
か
ら

密
教
の
阿
闍
梨
と
弟
子
の
関
係
と
真
言
宗
の
宗
門
の

教
え
を
今
一
度
考
え
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

先
ず
真
言
宗
成
立
の
由
来
を
示
す
縁
起
第
一
の
中

に
「
こ
の
先
に
灌
頂
を
受
け
た
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

ら
は
す
べ
て
私
の
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
も
の
で

あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
と
き
こ
そ
真
言
密
教
が
世
間
に

確
立
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
真
言
密
教
の
教
え
は
そ

も
そ
も
師
か
ら
弟
子
へ
と
相
継
い
で
伝
え
ら
れ
、
親

し
く
相
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。」
と
示
さ
れ
、

阿
闍
梨
が
弟
子
に
対
し
写
瓶
の
如
く
法
を
伝
え
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

　

縁
起
第
十
一
に
は
「
僧
徒
が
数
千
人
い
て
も
そ
の

中
に
一
人
で
も
調
和
し
な
い
者
が
い
れ
ば
、
僧
た
ち

は
と
も
に
情
操
を
な
ご
や
か
に
調
え
て
、
さ
わ
が
し

い
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
ま
さ
に
い
ま
願
う
と

こ
ろ
は
、
真
言
一
宗
の
門
徒
た
ち
は
、
そ
の
人
数
が

た
と
え
数
千
万
人
に
及
ん
で
も
、
お
の
お
の
が
互
い

に
護
り
あ
い
大
事
に
し
て
、
心
を
一
つ
に
し
、
護
法

の
念
を
主
と
し
て
、
ま
さ
に
座
主
を
敬
い
尊
重
す
べ

き
で
あ
る
。
誹
謗
し
合
っ
て
、
互
い
に
怨
む
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
自
分
の
師
と
他
の
師

と
を
差
別
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
弟
子
を
育
成
す
る
上
で
自
分
の
弟
子
と
か
人
の

弟
子
と
か
を
区
別
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
規

律
に
従
わ
ず
真
言
宗
の
本
意
に
た
が
い
、
勝
手
気
ま

ま
に
振
舞
い
邪
ま
な
見
解
を
持
つ
な
ら
ば
、
決
し
て

一
緒
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
わ
た

く
し
の
弟
子
の
末
で
は
な
い
。
こ
の
一
事
か
ら
他
の

全
て
を
知
る
が
よ
い
。」
と
真
言
宗
宗
門
の
僧
と
し

て
の
厳
し
く
且
つ
真
言
密
教
の
阿
闍
梨
と
弟
子
に
な

る
者
の
心
得
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
達
が
師
と
な

る
時
に
弟
子
に
な
る
者
に
し
っ
か
り
と
こ
の
教
示
を

伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
宗
門
は
和
合

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
真
言
密
教
の
阿
闍

梨
と
し
て
責
任
の
重
さ
が
感
じ
取
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
真
言
密
教
の
弟
子
で
あ
る
私
達
は
密
教
だ

け
で
な
く
顕
教
の
三
論
・
法
相
も
兼
学
す
る
こ
と
を

上
人
は
「
真
言
宗
の
道
、
密
教
の
真
理
は
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
が
究
極
に
お
い
て
同
じ
く
絶
対
の
本
性
に
帰

入
す
る
か
ら
、
阿
字
の
た
だ
ひ
と
つ
の
も
の
に
お
さ

ま
る
。
し
か
し
、
全
て
の
も
の
の
意
味
を
考
え
て
み

る
と
、
内
と
外
と
の
別
が
あ
り
、
密
教
を
内
と
し
、

顕
教
を
外
と
し
て
、
そ
れ
を
必
ず
兼
学
す
べ
き
で
あ

る
。
た
だ
こ
れ
に
よ
っ
て
本
宗
を
軽
ん
じ
て
顕
教
を

重
ん
ず
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
わ

た
く
し
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
を
知
っ
て
兼
学
す
べ
き

で
あ
る
。」
こ
の
こ
と
か
ら
醍
醐
寺
開
山
聖
宝
尊
師

は
、
東
大
寺
に
入
寺
さ
れ
て
三
論
を
学
ん
で
い
ま
す
。

令
和
三
年
の
弘
法
大
師
諡
号
下
賜
千
百
年
の
慶
事
に

「
竪
義
会
」
が
醍
醐
寺
で
東
大
寺
か
ら
三
論
を
学
び

な
が
ら
復
興
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
真
言
末
徒
で
あ

る
私
達
の
本
来
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
『
弘
法
大
師
御
遺
告
二
十
五
箇
条
』
か
ら
、
改
め

て
真
言
密
教
の
阿
闍
梨
の
責
任
と
行
動
を
考
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
大
師
の
教
え
の
如
く
我
誓
っ

て
修
行
し
、
仏
恩
お
よ
び
大
師
の
恩
を
報
じ
た
て
ま

つ
り
、
敢
え
て
師
の
命
に
そ
む
か
ざ
れ
、
ま
た
教
理

に
い
せ
ざ
ら
ん
。」
真
言
末
葉
の
弟
子
が
阿
闍
梨
の

職
に
就
く
時
の
誓
詞
で
あ
り
ま
す
。
弘
法
大
師
空
海

上
人
は
兜
率
天
浄
土
の
微
雲
管
か
ら
私
達
を
見
守
り

続
け
て
い
ま
す
。

南
無
遍
照
金
剛
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▼
宗
務
所
移
動

四
月
一
日

任
大
阪
宗
務
所
所
長�

金
剛
寺　

谷
本　

俊
弘

任
大
阪
宗
務
所
副
所
長�

不
動
寺　

草
柳　

諦
世

�

報
恩
院　

藤
﨑　

太
孝

任
大
阪
宗
務
所
代
議
員

�

八
代
龍
王
神
感
寺　

岩
佐　

亮
演

�

護
國
寺　

有
居　

亮
賢

�

聖
寳
寺　

肥
田　

賢
紹

�

観
蔵
院　

中
井　

秀
博

�

観
音
寺　

布
野　

善
乗

�

弘
詮
寺　

菱
本　

智
照

▼
度
牒
授
与

　
　
修
験
籍

三
月
二
十
八
日

　
　
　

徳　

島�

松
本　

龍
戒

　
　
　

徳　

島�

切
原　

龍
純

▼
教
師
補
任

　
　
本
宗
籍

三
月
二
十
一
日

　
　
　

大
律
師　
　
　

福　

岡�
白
石　

教
川

四
月
十
八
日

　
　
　

律　

師　
　
　

大　

阪�
和
田　

千
覚

四
月
三
十
日

　
　
　

中
僧
都　
　
　

愛　

知�
萩
原　

敏
弘

　
　
　

中
僧
都　
　
　

愛　

知�

吉
村　

念
峯

　
　
　

律　

師　
　
　

静　

岡�

大
嶽　

心
吾

　
　
　

律　

師　
　
　

大　

阪�

渡
邊　

人
常

　
　
　

律　

師　
　
　

兵　

庫�

田
中　

志
静

五
月
三
十
一
日

　
　
　

律　

師　
　
　

福　

岡�

行
比　

良
春

▼
僧
階
昇
補

　
　
本
宗
籍

三
月
二
十
八
日

　
　
　

権
中
僧
正　
　

愛　

媛�

佐
々
木
康
祐

五
月
一
日

　
　
　

大
律
師　
　
　

栃　

木�

石
井　

蓮
照

五
月
十
五
日

　
　
　

大
律
師　
　
　

福　

岡�

行
正　

智
照

　
　
修
験
籍

四
月
八
日

　
　
　

少
僧
都　
　
　

東　

京�

添
野　

祥
永

▼
住
職
・
主
管
者
任
命

五
月
十
五
日

　
　
　

大　

阪　
　
　

慈
弘
院
教
会�

寺
田　

真
弘

五
月
二
十
八
日

　
　
　

三　

重　
　
　

仲
福
寺�

松
藤　

恵
清

六
月
十
五
日

　
　
　

茨
城
（直）　
　
　

向
山
寺�

小
松　

裕
輝

六
月
十
八
日

　
　
　

高
知
（直）　
　
　

西
福
寺�

竹
島　

恒
龍

▼
住
職
・
主
管
者
退
任

六
月
十
八
日

　
　
　

高
知
（直）　
　
　

西
福
寺�

中
村　

恒
照

▼
責
任
役
員
任
命

三
月
十
日

　
　
　

備　

前　
　
　

金
剛
寺�

菅
野　

孝
仁

�

北
村　

増
栄

�

近
土　
　

泉

�

原　
　
　

潔

三
月
二
十
日

　
　
　

愛　

媛　
　
　

常
明
寺�

砂
田　

虎
善

�

伊
藤　

ゆ
き

三
月
二
十
二
日

　
　
　

備　

前　
　
　

大
蔵
院�

岸
本　

憲
章

�

藤
田　

智
光

�

岸
本　

隆
雄

四
月
二
日

　
　
　

愛　

媛　
　
　

成
願
寺�

渡
部　

晴
義

�

石
原　
　

進

�

山
本　

隆
博

�

徳
永　

保
平

五
月
四
日

　
　
　

福　

岡　
　
　

不
動
院�

大
原　

智
子

�

大
原　

雅
弘

　
　
　

福　

岡　
　
　

般
若
院�

龍　
　

禮
子

�

浅
井　

戒
仁

五
月
二
十
三
日

　
　
　

山
形
南
部　
　

南
光
院�

白
幡　

貞
子

�

佐
藤　

克
雄

�

長
谷
川
誠
悦

�

大
場　

吉
広

五
月
二
十
五
日

　
　
　

岐　

阜　
　
　

神
留
寺�

渡
邉　

博
孝

�

渡
邊　

正
孝

　
　
　

岐　

阜　
　
　

永
安
寺
分
院�

冨
士
井
忠
男

�

山
東　

義
照

　
　
　

奈　

良　
　
　

千
光
寺�

大
塚　

静
遍

�

田
中　

逸
好

�

寺
内　

一
雄

�

榮　
　

富
也

五
月
二
十
八
日

　
　
　

三　

重　
　
　

仲
福
寺�

田
村　

重
数

�

宮
崎　

秀
雄

五
月
三
十
日

　
　
　

静　

岡　
　
　

峰
本
院�

天
野
ナ
ヲ
子

�

天
野　

奈
央

六
月
二
日

　
　
　

北
海
道　
　
　

赤
不
動
院�

棚
村　

文
子

�

棚
村　

慶
秀

　
　
　

徳
島
（直）　
　
　

森
本
院�

門
條　

由
男

�

降
籏　

哲
也

六
月
八
日

　
　
　

高　

知　
　
　

金
剛
院�

島
内　

昭
雄

�

中
村
澄
眞
子

六
月
十
三
日

　
　
　

香　

川　
　
　

宝
珠
院�

池
田　
　

勉

�

細
谷　

柳
太

六
月
十
五
日

　
　
　

茨
城
（直）　
　
　

向
山
寺�

小
松
理
沙
子

六
月
十
七
日

　
　
　

広　

島　
　
　

岩
屋
寺�

柳　
　

哲
夫

�

曽
利
田
弘
之

▼
総
代
委
嘱

三
月
十
日

　
　
　

備　

前　
　
　

金
剛
寺�

藤
原　

幹
敏

�

藤
原　

繁
美

�

菅
野　

公
友

�

菅
野　

祐
子

�

菅
野　

章
子

三
月
二
十
日

　
　
　

愛　

媛　
　
　

常
明
寺

�

砂
田　

周
一

�

井
出　

良
治

�

砂
田　
　

守

三
月
二
十
二
日

　
　
　

備　

前　
　
　

大
蔵
院�
横
山　

章
男

�
石
戸　

悦
子

�
片
山　

富
代

三
月
三
十
一
日

　
　
　

京　

都　
　
　

三
明
院�
清
水　
　

博

�

今
江　

知
史

�

佐
竹　

麻
美

四
月
二
日

　
　
　

愛　

媛　
　
　

成
願
寺�

渡
部　

利
昌

�

近
藤　

英
文

�

渡
部　

敏
男

五
月
十
五
日

　
　
　

大　

阪　
　
　

慈
弘
院
教
会�

寺
田　

龍
弥

�

松
本　

幸
子

�

大
椙
真
由
美

五
月
二
十
三
日

　
　
　

山
形
南
部　
　

南
光
院�

小
池　

陽
一

�

白
幡　

武
夫

�

菅
原　
　

健

�

長
谷
川
信
明

五
月
二
十
五
日

　
　
　

岐　

阜　
　
　

神
留
寺�

千
藤　

泰
伸

�

可
児　

哲
朗

　
　
　

岐　

阜　
　
　

永
安
寺
分
院�

都
竹　

昭
夫

�

林　

三
千
男

�

今
村　

彰
宏

�

一
木　

礼
子

�

佐
藤　

敏
行

　
　
　

三　

重　
　
　

地
蔵
院�

斧
出　
　

克

　
　
　

奈　

良　
　
　

千
光
寺�

松
川　

武
司

�

應
田　

博
康

�

大
塚　

知
明

五
月
二
十
八
日

　
　
　

三　

重　
　
　

仲
福
寺�

仲　
　

信
行

�

山
路　

利
晃

�

山
路　

明
佳

五
月
三
十
日

　
　
　

静　

岡　
　
　

峰
本
院�

山
梨　

明
宣

�

神
川　

伸
枝

�

平
井　

照
子

六
月
二
日

　
　
　

北
海
道　
　
　

赤
不
動
院�

仙
石　

幸
男

�

城
石　

敏
夫

�

須
藤　

勝
雄

六
月
八
日

　
　
　

高　

知　
　
　

金
剛
院�

島
内　
　

賢

�

小
松　

秀
雄

�

寺
元　

珠
美

六
月
十
七
日

　
　
　

広　

島　
　
　

岩
屋
寺�

米
田　
　

操

�

平　

政
比
古

六
月
十
八
日

　
　
　

高
知
（直）　
　
　

西
福
寺�

山
﨑　

暁
美

六
月
二
十
三
日

　
　
　

愛　

媛　
　
　

十
輪
寺�

篠
原　

重
喜

�

尾
﨑　
　

隆

▼
承
認
・
証
明

五
月
十
五
日

　
　
　

大　

阪�

八
代
龍
王
神
感
寺

�

規
則
変
更
承
認
の
件

五
月
二
十
七
日

　
　
　

三　

重�

松
藤　

恵
清

�

転
入
承
認
の
件

�

（
高
野
山
真
言
宗
よ
り
転
入
）

五
月
二
十
八
日

　
　
　

新　

潟　
　
　

來
寳
院

�

宗
教
法
人
解
散
の
件

六
月
一
日

　
　
　

山　

口　
　
　

小
南
寺

�

財
産
処
分
承
認
書
下
付
の
件

　
　
　

山　

口�

山
本　

浩
裕

�

師
僧
替
承
認
の
件

　
　
　

福　

岡�

行
比　

良
春

�

師
僧
替
承
認
の
件

六
月
二
十
日

　
　
　

愛　

媛　
　
　

八
坂
寺

�

規
則
変
更
承
認
の
件

▼
死
亡

五
月
二
十
七
日

　
　
　

高　

知　
　
　

少
僧
都�

山
下　

善
正

五
月
三
十
日

　
　
　

奈　

良　
　
　

少
僧
都�

関
戸　

英
秀

六
月
二
十
八
日

　
　
　

大　

阪　
　
　

中
僧
都�

梶
本　

光
聖

録
　
事



　　 別冊　宗派だより　令和５年８月号

3

真
言
宗
各
派
総
大
本
山
会
人
権
講
習
会

　

令
和
五
年
六
月
六
日（
火
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分　
　

真
言
宗
智
山
派
宗
務
庁

　
　

演
題
：「
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
人
権
」　

　
　

講
師
：
高
野
山
真
言
宗
大
阪
守
口

　
　
　
　
　

性
善
寺
住
職　

柴
谷
宗
叔
先
生

　
　

醍
醐
派
参
加
者
：
浦
郷
宜
右
教
学
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
内
克
修　

徳
野
育
孝

同
宗
連
二
〇
二
三
年
度
第
一
回
第
一
連
絡
会

　

令
和
五
年
六
月
十
九
日（
月
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分　
　

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務
所

　
　

出
席
者
：
浦
郷
宜
右
教
学
部
長

　
　
　
　
　
　

飯
田
俊
海
教
学
部
課
長
補
佐

真
言
宗
十
八
本
山
法
話
リ
レ
ー
　
辻
説
法
　

　

第
四
回
令
和
五
年
六
月
二
十
九
日（
木
）

　
　

午
後
零
時
三
十
分　
　

唐
門
前

親
授
式

　

令
和
五
年
五
月
二
十
九
日（
月
）

　
　

午
前
十
一
時
か
ら　

三
宝
院
本
堂

　
　

大　

阪　

慈
弘
院
教
会　
　

寺
田　

真
弘

　

令
和
五
年
六
月
二
十
九
日（
木
）

　
　

午
前
十
一
時
か
ら　

三
宝
院
本
堂

　
　

三　

重　

仲
福
寺　
　
　
　

松
藤　

恵
清

　
　

茨
城
（直）　

向
山
寺　
　
　
　

小
松　

裕
輝

　
　

高
知
（直）　

西
福
寺　
　
　
　

竹
島　

恒
龍

真
言
宗
醍
醐
派
臨
時
宗
会

　

令
和
五
年
七
月
十
日（
月
）

　
　

午
後
三
時
か
ら　
　
　
　
　

醍
醐
寺
研
修
棟

　

令
和
五
年
七
月
十
一
日（
火
）

　
　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら　
　

醍
醐
寺
研
修
棟

　

令
和
五
年
七
月
二
十
六
日（
水
）

　
　

午
前
十
時
か
ら　
　
　
　
　

醍
醐
寺
研
修
棟

真
言
宗
醍
醐
派
全
国
宗
務
所
長
会

　

令
和
五
年
七
月
十
一
日（
火
）

　
　

午
後
一
時
か
ら　
　
　
　
　

醍
醐
寺
修
証
殿
二
階

真
言
宗
醍
醐
派
常
置
委
員
会

　

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日（
火
）

　
　

午
後
三
時
三
十
分
か
ら　
　

醍
醐
寺
研
修
棟

第
百
十
三
回
三
宝
院
門
跡
　
大
峯
山
花
供
入
峰

　

令
和
五
年
六
月
六
日（
火
）　

駈
入
護
摩

　

令
和
五
年
六
月
七
日（
水
）

　
　

�

大
阪
報
恩
院
法
楽
・
大
阪
練
行
・
四
天
王
寺
柴
燈
護
摩
・

洞
川
練
行　

龍
泉
寺
柴
燈
護
摩

　

令
和
五
年
六
月
八
日（
木
）

　
　

�

大
峯
山
小
篠
根
本
道
場
柴
燈
護
摩
・
山
上
辻
堂
柴
燈
護
摩
・

稲
村
大
日
岳
法
楽
・
清
浄
大
橋
柴
燈
護
摩

　

令
和
五
年
六
月
九
日（
金
）　

　
　

鳳
閣
寺
柴
燈
護
摩
・
駈
出
護
摩

総
本
山
醍
醐
寺
顧
問
会

　

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日（
火
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら　
　

醍
醐
寺
研
修
棟

総
務
部
よ
り

　

宗
教
法
人
の
寺
院
・
教
会
は
、
毎
年
会
計
年
度
終
了
後
四
月

以
内
に
役
員
名
簿
と
財
産
目
録
の
写
し
を
所
轄
庁
（
都
道
府
県

庁
）
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
（『
宗
教
法
人
法
』

第
二
十
五
条
第
四
項
）。

　

こ
の
他
に
も
、
収
支
計
算
書
、
貸
借
対
照
表
、
境
内
建
物
に

関
す
る
書
類
、
事
業
に
関
す
る
書
類
の
写
し
の
提
出
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
（
詳
細
は
、
真
言
宗
醍
醐
派
宗
務
本
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
又
は
、
文
化
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
）。

　

宗
務
本
庁
で
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
写
し
を
本
庁
に
も
提
出

い
た
だ
く
こ
と
を
、
宗
教
法
人
並
び
に
非
宗
教
法
人
の
寺
院
・

教
会
に
お
願
い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

文
化
庁
主
催
に
よ
る
「
令
和
五
年
度
・
宗
教
法
人
実
務
研
修

会
」
が
、
九
月
以
降
に
各
地
区
で
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
、
真
言
宗
醍
醐
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
申
し
込
み
は
、
開
催
県
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
表
記
方
法
の
変
更
に
つ
い
て　

　

録
事
等
に
お
い
て
教
会
名
の
直
轄
を
示
す
（直）
を
記
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
す
べ
て
の
教
会
が
直
轄
の
た
め
、
今
後
は
教
会
名

の
（直）
を
記
す
こ
と
は
、
取
り
や
め
ま
す
。

財
務
部
よ
り

　

本
年
の
宗
費
賦
課
金
銀
行
引
落
日
は
、
八
月
二
十
八
日（
月
）

と
な
り
ま
す
。
お
早
め
に
引
き
落
と
し
口
座
の
残
高
確
認
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

※�

教
師
個
人
の
宗
費
賦
課
金
の
み
対
象
と
な
り
ま
す
。
口
座
引

き
落
と
し
を
ご
希
望
の
方
は
、
本
庁
財
務
部
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

教
学
部
よ
り

修
験
伝
法
教
校

　

日　

程
：
令
和
五
年
十
月
七
日（
土
）
～
十
月
十
一
日（
水
）

　

※
詳
細
は
教
学
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

教
学
部
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
会
の
ご
要
望
を
募
集
し
て

お
り
ま
す
。

　

現
地
で
の
開
催
希
望
の
場
合
は
宗
務
所
単
位
や
、
あ
る
程
の

参
加
人
数
で
の
ご
相
談
と
な
り
ま
す
の
で
、
是
非
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

弘
法
大
師
御
誕
生
千
二
百
五
十
年
慶
讃
大
法
要

　

令
和
五
年
十
月
二
十
一
日（
土
）　

　

※
法
要
次
第
と
詳
細
は
改
め
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

醍
醐
寺
ア
カ
デ
ミ
ー
・
オ
ー
プ
ン
テ
ン
プ
ル

　
「
寺
院
・
教
会
の
後
継
者
」
育
成
の
た
め
の
醍
醐
寺
ア
カ
デ

ミ
ー
、「
仏
教
の
こ
こ
ろ
」
を
学
ぶ
オ
ー
プ
ン
テ
ン
プ
ル
を
皆
様

も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

入
門
コ
ー
ス

　

令
和
五
年
九
月
九
日（
土
）　

同
年
十
二
月
二
日（
土
）

　

令
和
六
年
三
月
九
日（
土
）

専
門
コ
ー
ス

　

令
和
五
年
九
月
十
日（
日
）　

同
年
十
二
月
三
日（
日
）

　

令
和
六
年
三
月
十
日（
日
）

本
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

末
寺
・
教
会
・
醍
醐
寺
だ
よ
り

宗
派
だ
よ
り

醍
醐
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ

令
和
五
年
　
告
示
第
九
号

真
言
宗
醍
醐
派
一
般

宗
教
法
人
真
言
宗
醍
醐
派
規
則
第
二
章
第
六
節

及
び
同
宗
制
第
三
章
第
六
節
の
規
定
に
よ
り
、

来
る
七
月
二
十
六
日
臨
時
宗
会
を
宗
務
本
庁
に

招
集
す
る
。
会
期
は
一
日
間
と
す
る
。

　

右
記
、
告
示
す
る
。

　
　

令
和
五
年
七
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　

真
言
宗
醍
醐
派
管
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
僧
正　

仲
田
順
和



　　 別冊　宗派だより　令和５年８月号

4

〒
6
0
2

－

0
0
1
2

京
都
市
上
京
区
烏
丸
通
上
御
霊
前
上
ル

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
4
4
1

－

5
4
0
8

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
4
4
1

－

4
9
8
2

E-m
ail info@

w
ako-print.co.jp

和
光
印
刷
株
式
会
社

〒
6
0
4

－

0
8
5
7

京
都
市
中
京
区
烏
丸
通
二
条
上
ル
東
側

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
2
1
2

－

5
5
9
0

https://w
w
w
.shoyeido.co.jp

松
　
栄
　
堂

〒
6
3
8

－

0
4
3
1

奈
良
県
吉
野
郡
天
川
村
洞
川
2
3
5

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
4
7
）
6
4

－

0
0
4
7

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
4
7
）
6
4

－

0
0
7
0

大
峯
山
陀
羅
尼
助
丸

　
花
谷
神
変
堂

〒
6
0
0

－

8
3
0
4

京
都
市
下
京
区
新
町
通
六
条
下
ル

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
3
5
1

－

2
8
9
0

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
3
4
1

－

6
7
7
4

杉
本
権
七
法
衣
店

〒
6
0
5

－

0
9
3
4

京
都
市
東
山
区
大
黒
町
通
正
面
南
入

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
5
6
1

－

0
3
0
7

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
5
2
5

－

2
5
5
7

今
井
半
念
珠
店

〒
6
0
2

－

0
8
7
4

京
都
市
上
京
区
河
原
町
丸
太
町

西
筋
下
ル
東
土
御
門
町
３
４
５

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
2
3
1

－
2
2
4
4

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
2
5
5

－
6
6
3
2

E-m
ail hayashikan@

beach.ocn.ne.jp

林
勘
法
衣
店

〒
6
0
0

－

8
0
2
9

京
都
市
下
京
区
寺
町
通
五
条
上
ル

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
3
5
1

－

9
3
6
3

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
3
4
3

－

5
5
0
0

http://yam
asa-bunseido.com

山
城
屋 

文
政
堂

　
藤
井
佐
兵
衛

〒
6
0
4

－

0
9
1
3

京
都
市
中
京
区
河
原
町
二
条
西
入
上
る

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
2
2
1

－

3
3
4
8

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
2
1
1

－

1
8
5
8

上
田
法
衣
佛
具
店

〒
6
0
0

－

8
4
6
8

京
都
市
下
京
区
堀
川
通
新
花
屋
町
角

（
西
本
願
寺
前
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
3
6
5

－

0
0
0
1

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
3
5
3

－

7
0
2
1

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

0
1
2
0

－

0
7
5

－

7
3
0

井
筒
法
衣
店

〒
6
0
4

－
8
2
7
4

京
都
市
中
京
区
小
川
通
三
条
上
ル
西
堂
町

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
2
2
1

－

3
0
8
7

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
2
2
1

－

3
0
3
8

E-m
ail oosum

ihoui@
gm
ail.com

大
住
法
衣
店

〒
6
0
0

－

8
4
5
3

京
都
市
下
京
区
万
寿
寺
西
洞
院
東
入
ル

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
3
5
1

－

2
5
8
4

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
3
4
1

－

8
8
2
2

http://w
w
w
.tanakaiga.com

田
中
伊
雅
佛
具
店

〒
6
0
1

－

8
3
0
8

京
都
市
南
区
吉
祥
院
向
田
東
町
１
４

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
0
7
5
）
3
1
2

－

1
3
2
1

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
7
5
）
3
1
3

－

8
5
2
1

w
w
w
.tsuchiyam

a.co.jp

土
山
印
刷
株
式
会
社

第５2回 修験伝法教校開校のお知らせ

日　程：令和５年１０月７日（土）～１０月１１日（水）
　　　　４泊５日

受講料：　　　　初　級　２００, ０００円
　　　　　　　　中　級　３００, ０００円
　　　　　　　　上　級　４００, ０００円
　　　　修験得度支具料　１００, ０００円

●お問い合わせ、お申込みは教学部まで

急　告
臨時宗会報告

　７月11日開催の臨時宗会で明年11月開催の醍醐寺開創1150年
法要の義納金として全末寺・教会は宗費の４倍を納入すること
が決定された。
　この決定は台風被害を受けた旧三宝院・灌頂院跡地を整備し
醍醐寺法流継承を証すためである。
　総事業費は５億円であるが、醍醐派の宗団で１億円を担うも
のとし、法要並びに記念事業の完遂を目的とする。
　寺院・教会は、宗費賦課金額×４倍（令和５年度宗費賦課金
額を基準とする）の金額を≪義納金≫として、また、住職・主
管者以外の教師、先達、俗先達は３口以上（１口：１万円）の
≪御供料≫を納めることとする。
　詳細は、後報する。


